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中野区社会福祉会館条例新旧対照表（案） 

改正案 現行 

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略） 

 （使用手続）  （使用手続） 

第３条 会館の施設（復帰センター及び支援セン

ターを除く。以下この条から第７条までにおいて

同じ。）を使用しようとする者は、規則で定める

ところにより、区長に申請し、その承認を受けな

ければならない。 

第３条 会館の施設を使用しようとする者は、規則

で定めるところにより、区長に申請し、その承認

を受けなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

第４条～第１０条 （略） 第４条～第１０条 （略） 

 （指定管理者が行う業務に関する使用手続に係る

規定等の準用） 

 （指定管理者が行う業務に関する使用手続に係る

規定等の準用） 

第１１条 第３条の規定は、指定管理者が前条第２

号に掲げる業務を行う場合について準用する。こ

の場合において、第３条第１項中「会館の施設

（復帰センター及び支援センターを除く。以下こ

の条から第７条までにおいて同じ。）」とあるの

は「会議室等」と、「区長」とあるのは「指定管

理者」と、同条第２項中「区長」とあるのは「指

定管理者」と、「施設」とあるのは「会議室等」

と読み替えるものとする。 

第１１条 第３条の規定は、指定管理者が前条第２

号に掲げる業務を行う場合について準用する。こ

の場合において、第３条第１項中「会館の施設」

とあるのは「会議室等」と、「区長」とあるのは

「指定管理者」と、同条第２項中「区長」とある

のは「指定管理者」と、「施設」とあるのは「会

議室等」と読み替えるものとする。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

 （休館日等）  （休館日等） 

第１２条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとす

る。 

第１２条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとす

る。 

 ⑴ 毎月の第３月曜日  ⑴ 毎月の第３月曜日 

 ⑵ １月１日から同月３日まで  ⑵ １月１日から同月３日まで 

 ⑶ １２月２９日から同月３１日まで  ⑶ １２月２９日から同月３１日まで 

２ 前項の休館日のほか、次に掲げる日は、活動セ

ンターの休業日とする。 

２ 前項の休館日のほか、次に掲げる日は、活動セ

ンターの休業日とする。 

 ⑴ １月４日  ⑴ １月４日 

 ⑵ １２月２７日及び同月２８日  ⑵ １２月２７日及び同月２８日 

３ 第１項の休館日のほか、次に掲げる日は、復帰

センターの休業日とする。 

３ 第１項の休館日のほか、次に掲げる日は、復帰

センターの休業日とする。 

 ⑴ 日曜日及び土曜日（毎月の第３月曜日の属す

る週の土曜日を除く。） 

 ⑴ 日曜日及び土曜日（毎月の第３月曜日の属す

る週の土曜日を除く。） 

 ⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日（以下単に「休日」

という。） 

 ⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日（以下単に「休日」

という。） 

  ⑶ 毎月の第３月曜日（休日に当たるときに限

る。）の翌日 

４ 第１項の休館日のほか、次に掲げる日は、支援

センターの休業日とする。 

４ 第１項の休館日のほか、次に掲げる日は、支援

センターの休業日とする。 

 ⑴ 月曜日  ⑴ 月曜日（休日に当たるときは、その直後の第

１項の休館日又は休日でない日） 

 ⑵ 休日  ⑵ 休日 

５ 指定管理者（区長が会館の管理及び運営を行う

ときは、区長。次条第５項において同じ。）は、

特に必要があると認めるときは、第１項に規定す

る休館日若しくは前３項に規定する休業日を変更

５ 指定管理者（区長が会館の管理及び運営を行う

ときは、区長。次条第５項において同じ。）は、

特に必要があると認めるときは、第１項に規定す

る休館日若しくは前３項に規定する休業日を変更



し、又は臨時に休館日若しくは休業日を定めるこ

とができる。 

し、又は臨時に休館日若しくは休業日を定めるこ

とができる。 

６ 前項の規定により、指定管理者が休館日若しく

は休業日を変更し、又は臨時に休館日若しくは休

業日を定めるときは、区長に申請し、その承認を

受けなければならない。 

６ 前項の規定により、指定管理者が休館日若しく

は休業日を変更し、又は臨時に休館日若しくは休

業日を定めるときは、区長に申請し、その承認を

受けなければならない。 

 （開館時間等）  （開館時間等） 

第１３条 会館の開館時間は、午前９時から午後１

０時までとする。 

第１３条 会館の開館時間は、午前９時から午後１

０時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、復帰センターの使用

時間は、午前９時から午後５時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、復帰センターの使用

時間は、午前９時から午後５時までとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、支援センターの使

用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める時間とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、支援センターの使

用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める時間とする。 

 ⑴ 日曜日及び土曜日 午前１０時から午後５時

まで 

 ⑴ 日曜日、木曜日及び土曜日 午前９時から午

後４時３０分まで 

 ⑵ 火曜日、水曜日及び木曜日 午前１１時３０

分から午後７時３０分まで 

 ⑵ 火曜日、水曜日及び金曜日 午前９時から午

後８時３０分まで 

 ⑶ 金曜日 午後１時から午後８時３０分まで  

４ 第１項の規定にかかわらず、活動センター及び

会議室の使用時間は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める時間内とする。 

４ 第１項の規定にかかわらず、活動センター及び

会議室の使用時間は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める時間内とする。 

 ⑴ 午前 午前９時から正午まで  ⑴ 午前 午前９時から正午まで 

 ⑵ 午後 午後１時から午後５時まで  ⑵ 午後 午後１時から午後５時まで 

 ⑶ 夜間 午後６時から午後１０時まで  ⑶ 夜間 午後６時から午後１０時まで 

５ 指定管理者は、特に必要があると認めるとき

は、第１項に規定する開館時間及び前項に規定す

る会議室の使用時間を変更することができる。 

５ 指定管理者は、特に必要があると認めるとき

は、第１項に規定する開館時間及び前項に規定す

る会議室の使用時間を変更することができる。 

６ 前項の規定により指定管理者が開館時間又は会

議室の使用時間を変更しようとするときは、区長

に申請し、その承認を受けなければならない。 

６ 前項の規定により指定管理者が開館時間又は会

議室の使用時間を変更しようとするときは、区長

に申請し、その承認を受けなければならない。 

７ 区長は、特に必要があると認めるときは、第２

項及び第３項に規定する使用時間並びに第４項に

規定する活動センターの使用時間を変更すること

ができる。 

７ 区長は、特に必要があると認めるときは、第２

項及び第３項に規定する使用時間並びに第４項に

規定する活動センターの使用時間を変更すること

ができる。 

第１４条～第１６条 （略） 第１４条～第１６条 （略） 

   附 則 （略）    附 則 （略） 

  

   附 則  

 この条例は、平成２０年４月１日から施行する。  

 


